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町
で
は
、平
成
31
年
度
に
採
用
す
る
町
職

員（
一
般
事
務
）を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
職
種　

一
般
事
務

▼
人
数　

若
干
名　

▼
受
験
資
格　

平
成
３
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
人
で
、高
等
学
校
卒
業
程
度
の
学

力
を
有
す
る
人

※
た
だ
し
、平
成
31
年
度
採
用
の
職
員
採
用

試
験【
一
般
事
務（
大
卒
程
度
）・
保
育
教
諭
】

受
験
者
は
除
く
。

▼
第
一
次
試
験
日　

９
月
16
日
㊐

▼
第
二
次
試
験
日　

10
月
下
旬
予
定

▼
第
一
次
・
第
二
次
試
験
会
場　

町
役
場

▼
受
付
期
間　

７
月
30
日
㊊
〜
８
月
17
日
㊎

（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

▼
申
込
・
問
合
先　

役
場
総
務
課
Ｇ
47
―
５

０
０
１

平成30年4月1日、
　邑楽町は町制施行 周年を迎えました

　

町
で
は
、行
政
や
議
会
の
し
く
み
を
学
び
、

町
政
・
議
会
活
動
へ
の
関
心
を
高
め
る
機
会

の
一
環
と
し
て「
一
日
子
ど
も
議
会
」を
開
催

し
て
い
ま
す
。本
年
度
は
町
制
施
行
50
周
年

記
念
事
業
と
し
て
小
学
生
も
参
加
し
ま
す
。

　

町
内
小
中
学
校
か
ら
推
薦
さ
れ
た
小
学
生

（
16
人
）と
中
学
生（
16
人
）が
、普
段
生
活
し

て
い
る
中
で
町
に
対
し
て
感
じ
た
疑
問
、町

を
よ
り
良
く
す
る
た
め
の
意
見
な
ど
に
つ
い

て
、子
ど
も
議
員
と
し
て
町
に
対
し
、質
問
や

提
案
を
し
ま
す
。

　

こ
の
一
日
子
ど
も
議
会
の
模
様
は
傍
聴
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。町
の
未
来
を
担
う
子

ど
も
た
ち
の
姿
を
ぜ
ひ
見
に
来
て
く
だ
さ

い
。

▼
期
日　

８
月
３
日
㊎

▼
時
間　

小
学
生
・
午
前
10
時
開
会　

中
学

生
・
午
後
２
時
開
会

▼
会
場　

町
議
会
本
会
議
場（
役
場
３
階
）

▼
内
容　

町
議
会
一
般
質
問
に
準
じ
た
運
営

で
行
う
。子
ど
も
議
員
か
ら
一
般
質
問
を
受

け
、町
長
・
副
町
長
・
教
育
長
・
関
係
課
長
が
回

答
す
る

▼
対
象　

ど
な
た
で
も

※
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
。

▼
申
込
方
法　

直
接
会
場
へ
来
場
す
る

※
受
付
は
開
会
の
30
分
前
。

▼
そ
の
他　

議
場
傍
聴
席
が
満
席
に
な
っ
た

場
合
は
、子
ど
も
議
員
の
保
護
者
や
関
係
者

を
優
先
し
ま
す
。他
の
か
た
は
役
場
１
階
エ

ン
ト
ラ
ン
ス
ロ
ビ
ー
で
の
傍
聴
と
な
り
ま
す

▼
問
合
先　

役
場
企
画
課
Ｇ
47
―
５
０
０
８

一
日
子
ど
も
議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

広聴
●

●
●
●
●
●

小
中
学
生
の
奮
闘
を
ぜ
ひ
議
場
で

まちづくりに子どもたちの視点を･･･。本物の議会さながらに一
般質問をする子ども議員と答弁する金子正一町長（昨年の様子）

平
成
31
年
度
採
用
の
役
場
職
員
募
集

●

●
●
●
●
●

明
日
の
ま
ち
づ
く
り
に
あ
な
た
の
力
を

　

町
で
は
、米
寿
と
金
婚
を
迎
え
る
皆
さ
ん

を
対
象
に
記
念
式
典
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日　

９
月
16
日
㊐

▼
会
場　

中
央
公
民
館

▼
対
象

米
寿　

昭
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
昭
和
６
年

３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

金
婚　

昭
和
43
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
に
、婚
姻
届
を
役
場
な
ど
に
提
出
し
た

夫
婦

▼
申
込
方
法　

米
寿　

申
し
込
み
は
不
要

※
役
場
健
康
福
祉
課
か
ら
招
待
状
を
送
付
し

ま
す
。

金
婚　

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

申
し
込
む

※
申
込
用
紙
は
広
報
お
う
ら
７
月
号
と
併
せ

て
配
布
す
る
他
、役
場
健
康
福
祉
課
に
も
あ

り
ま
す
。

※
金
婚
で
町
に
本
籍
が
な
い
人
は
、婚
姻
日

の
確
認
の
た
め
に
戸
籍
抄
本
の
提
出
を
お
願

い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
込
・
問
合
先　

役
場
健
康
福
祉
課
Ｇ
47

―
５
０
２
４

米
寿
・
金
婚
記
念
式
典

式典
●

●
●
●
●
●

米
寿
と
金
婚
を
迎
え
る
皆
さ
ん
を
祝
福

募集

て

だ
さ

を
優
先

ま
す
他

ン
ト
ラ
ン
ス
ロ
ビ

▼
問
合
先

役
場

町のために働きませんか
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後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証・

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

新
し
い
被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証

（
８
月
１
日
か
ら
有
効
）は
７
月
中
に
郵
送
さ

れ
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
は
、被
保

険
者
証（
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
）と
２
枚
１
組
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。継
続
し
て
交
付

を
希
望
す
る
人
は
、８
月
中
に
役
場
住
民
課

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
持
参
す
る
も
の　
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
も
の
、

運
転
免
許
証
な
ど
、印
鑑

▼
問
合
先　
役
場
住
民
課
Ｇ
47
︱
５
０
２
０

種　類 対　象 医療費負担 有効期限 更新手続き

国
民
健
康
保
険

高齢受給者証
70～74歳
までの国保
加入者

 昭和19年4月2日
            以降生まれ ２割

所得により
３割 7月31日 該当者へ7月下旬に

郵送予定 昭和19年4月1日
            以前生まれ １割

限度額適用
認定証など

・国保加入者で国保税に滞納がない人
・70～74歳は非課税世帯や現役並み
 所得者Ⅰ・Ⅱに該当する人
※所得が未申告世帯の人は申告が必要

所得に応じた
自己負担額まで 7月31日 役場住民課の窓口で

8 月中に手続きをする

後
期
高
齢
者

医
療
保
険

後期高齢者医療
被保険者証 後期高齢者医療保険加入者 １割

（所得により３割） 7月31日 該当者へ7月中旬に
郵送予定

　

70
歳
以
上
の
人
は
、平
成
30
年
８
月
診
療

分
か
ら
高
額
療
養
費
の
限
度
額
が
変
更
と
な

り
ま
す
。

高
額
療
養
費
制
度
と
は

　

ひ
と
月
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
場
合
、決
め
ら
れ
た
限
度
額
を
超
え

た
分
を
払
い
戻
す
制
度
で
す
。

　

限
度
額
は
、個
人
も
し
く
は
世
帯
の
所
得

に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

▼
変
更
額　
左
表
の
と
お
り

※
平
成
30
年
8
月
診
療
分
か
ら
、限
度
額
が

変
更
に
な
り
ま
す
。

▼
問
合
先　
役
場
住
民
課
Ｇ
47
︱
５
０
２
０

高
額
療
養
費
の
限
度
額
が
変
更
に
な
り
ま
す

医 療
●

●
●
●
●
●

国
保・後
期
高
齢
の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70
歳
以
上
の
人
へ

平成30年4月1日、邑楽町は町制施行
周年を迎えました

後
期
保
険
証
や
受
給
者
証
な
ど
の
更
新

医 療
●

●
●
●
●
●

有
効
期
限
は
７
月
31
日
。ご
注
意
を

適用区分 外来（個人） 外来+入院（世帯）
現役
並み 課税所得145万円以上 57,600円 80,100円+（医療費ー267,000円）×1％

【多数該当：44,400円※】
一般 課税所得145万円未満 14,000円 57,600円【多数該当：44,400円※】

住民税
非課税

Ⅱ住民税非課税世帯
8,000 円

24,600円
Ⅰ住民税非課税世帯

（年金収入80万以下など） 15,000円

●平成30年7月まで 　
高
血
圧
は
自
覚
症
状
が
出
な
い
こ
と
が
多

く
、脳
卒
中
や
心
臓
病
を
突
然
発
症
す
る
恐
れ

が
あ
り
、サ
イ
レ
ン
ト
キ
ラ
ー（
静
か
な
る
殺

し
屋
）と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。ま
ず
は
、減
塩

料
理
で
食
事
か
ら
見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
期
日　
８
月
22
日
㊌

▼
時
間　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
０
時
30
分

▼
会
場　
保
健
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　
40
歳
以
上
の
人

▼
定
員　
20
人（
先
着
順
）

▼
内
容　
健
康
講
話
、調
理
実
習

▼
参
加
費　
２
０
０
円（
食
材
代
）

▼
持
ち
物　
エ
プ
ロ
ン
、三
角
き
ん
、ス
リ
ッ

パ
、ふ
き
ん

▼
申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
開
始　
８
月
１
日
㊌

▼
問
合
先　
保
健
セ
ン
タ
ー
Ｇ
88
︱
５
５
３
３

食
べ
て
実
感
！
高
血
圧
予
防
教
室

●

●
●
●
●
●

減
塩
か
ら
始
め
る
。高
血
圧
予
防
を
学
び
ま
せ
ん
か

　

児
童
扶
養
手
当
は
、離
婚
な
ど
に
よ
り
児

童
を
養
育
し
て
い
る
父
親
ま
た
は
母
親
な
ど

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す

る
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月
末

ま
で
の
児
童
を
監
護
し
て
い
る
母
、養
育
し

て
い
る
父
、父
母
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い

る
人

・父
ま
た
は
母
が
離
婚
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
ま
た
は
生
死
不
明
の

　
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
一
定
程
度
の
障
害
状
態
に

　
あ
る
児
童

・父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺 

　
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

・父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１   

　
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

・未
婚
の
母
の
子
で
あ
る
児
童

・父
母
と
も
に
不
明
で
あ
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護

　
命
令
を
受
け
た
児
童

※
児
童
が
心
身
に
一
定
以
上
の
障
害
を
持
っ

て
い
る
場
合
は
、20
歳
に
な
る
ま
で
手
当
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
申
請
し
て
認
定
を
受
け
た
場
合　
請
求
し

た
月
の
翌
月
分
か
ら
手
当
を
支
給

※
４
月（
12
～
３
月
分
）、８
月（
４
～
７
月

分
）、12
月（
８
～
11
月
分
）に
手
当
を
支
給

▼
認
定
後
の
届
出
義
務

　
毎
年
８
月
に
現
況
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。手
続
き
を
し
な
い
と
８
月
以

降
の
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。２
年
間
、届

出
が
未
提
出
の
場
合
は
資
格
喪
失
と
な
り
ま

す
。ま
た
、生
活
状
況
が
変
わ
っ
た
場
合
も
届

出
義
務
が
生
じ
ま
す
。

※
条
件
に
よ
り
支
給
の
制
限
が
あ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法　
申
請
方
法
や
必
要
書
類
に
つ

い
て
は
、役
場
子
ど
も
支
援
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
申
請
・
問
合
先　
役
場
子
ど
も
支
援
課
Ｇ

47
︱
５
０
４
４

児
童
扶
養
手
当

福 祉
●

●
●
●
●
●

ひ
と
り
親
の
家
庭
を
サ
ポ
ー
ト

▼
対
象　
精
神
や
身
体
に
障
害
が
あ
る
満
20

歳
未
満
の
児
童
を
保
護
、監
督
す
る
父
か
母

（
所
得
の
多
い
方
）、ま
た
は
父
母
以
外
で
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人

▼
支
給
額（
月
額
）　

障
害
１
級　
　
　
　
　

 

５
万
１
、７
０
０
円

障
害
２
級　
　
　
　
　

 

３
万
４
、４
３
０
円

▼
申
請
し
て
認
定
を
受
け
た
場
合　
請
求
し

た
月
の
翌
月
分
か
ら
手
当
を
支
給

※
４
月（
12
～
３
月
分
）、８
月（
４
～
７
月

分
）、11
月（
８
～
11
月
分
）に
手
当
を
支
給

※
受
給
者
本
人
や
配
偶
者
、扶
養
義
務
者
の

所
得
に
よ
り
支
給
停
止
と
な
る
場
合
あ
り
。

▼
請
求
に
必
要
な
も
の　
特
別
児
童
扶
養
手

当
認
定
請
求
書
、特
別
児
童
扶
養
手
当
用
障

害
認
定
診
断
書
ま
た
は
療
育
手
帳
、マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
、印
鑑（
認
印
）な
ど

※
認
定
請
求
書
は
役
場
子
ど
も
支
援
課
に
あ

り
ま
す
。そ
の
他
必
要
な
書
類
な
ど
も
ご
案

内
し
ま
す
。一
度
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他　
す
で
に
受
給
資
格
を
持
っ
て
い

る
人
は
所
得
状
況
届
の
提
出
が
毎
年
必
要
で

す
。届
け
出
が
な
い
場
合
、８
月
以
降
の
手
当

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
申
請
・
問
合
先　
役
場
子
ど
も
支
援
課
Ｇ

47
︱
５
０
４
４

特
別
児
童
扶
養
手
当

児 童
●

●
●
●
●
●

障
害
を
も
つ
児
童
を
扶
養
す
る
人
を
サ
ポ
ー
ト

　　　　　←このマークが目
　　　　　印のヘルスワンポ
イント事業は、特定健診受診
者で健康教室などに参加して
ポイントを貯め、賞品と交換
するといった事業で、今年5
月から始まりました。内容は、
広報おうら4月号（No.619）
または6月号（No.621）で紹
介しています。

項目
支給額

子どもが
1人の場合

子ども2人目の
加算額

子ども3人目以降の
加算額（1人につき）

全部支給※ ４万2,500円 1万40円 6,020円

一部支給 1万30円※～
４万2,490円

5,020円※～
1万30円

3,010円※～
6,010円

支給停止 なし なし なし

●支給額の分類（月額）

※は、所得（税法上とは別）に応じて決定されます。詳しくは、お問い合わせ
ください。申請方法や必要書類のご案内をいたします。

現役並み所得者のⅠとⅡの区分に該当する人は、『限度額適用認定証』の交付が必要になります。
交付を受けずに、受診した場合はⅢの区分が適用され、高額療養費の申請が必要になります。

※過去12か月間に同世帯で支給該当が4回以上あった場合「多数該当」の限度額に変更となります。

自己負担割合・適用区分 外来（個人） 外来+入院（世帯）

現役
並み

Ⅲ課税所得690万円以上 252,600円+（医療費ー842,000円）×1％【多数該当：140,100円※】

Ⅱ課税所得380万円以上 167,400円+（医療費ー558,000円）×1％【多数該当：93,000円※】

Ⅰ課税所得145万円以上 80,100円+（医療費ー267,000円）×1％【多数該当：44,400円※】

一般 課税所得145万円未満
18,000円
年間限度額

14万4,000円
57,600円【多数該当：44,400円※】

住民税
非課税

Ⅱ住民税非課税世帯
8,000 円

24,600円
Ⅰ住民税非課税世帯
（年金収入80万以下など） 15,000円

●平成30年8月から【赤字が変更箇所】

今回の
変更点


